
令和２年度第１回鳥取県食の安全推進会議 
 

  

令 和 ２ 年 ７ 月 ３ 日 （ 金 ） 

          午 後 ２ 時 か ら ４ 時 ま で  

    特別会議室（議会棟３階） 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議 題 

（１）食の安全安心交付金（水産事業、農薬事業）の事業評価 

 

（２）平成３１年度鳥取県食品衛生監視指導結果 

 

（３）令和２年度鳥取県食品衛生監視指導計画（事業概要） 

 

（４）ＨＡＣＣＰ義務化に向けた導入支援 

 

（５）コロナ渦における食品衛生行政の対応状況（４/１～） 

    

４ 閉  会 
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● 鳥取県食の安全推進会議とは 

食品安全基本法及び食品衛生法の規定に基づき、食品に関わる様々な県民と対話（リスクコミュニケーション）を

行い、得た情報を県の施策に反映させることを目的に設置された会議。 

【食品安全基本法】 

第 13 条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当っては、当該施策の策定に国民の意見を反映し、並びにその

過程の公正性及び透明性を確保するため、当該施策に関する情報の提供、当該施策について意見を述べる機会の付

与その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措置が講じられなければならない。 

【食品衛生法】 

第 64 条第 2 項 都道府県知事等は、第 24 条第 1 項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更し

ようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。 



ＨＡＣＣＰ義務化に向けた導入支援 
   
１ 概要  
  ２０２０年６月１日にＨＡＣＣＰ義務化が施行されたことに伴い、２０２１年６月１日までに原則

全ての食品等事業者が「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」、「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」
のいずれかを導入しなければなりません。 
鳥取県では経過措置期間が終了する２０２１年５月３１日までの間、以下のとおり県内事業者のＨ

ＡＣＣＰ導入を支援します。 
 

２ 県の支援 
（１）「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」導入研修会の開催 

     ＨＡＣＣＰ７原則１２手順をテーマに「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」に取り組む事業者を対象と
した導入研修会を開催して「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理」の導入を支援します。 

 
（２）「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」導入研修会の開催 

厚生労働省が公表した手引書を用いて「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組む事
業者を対象とした業種別の導入研修会を開催して「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」の導
入を支援します。 
 

（３）食品衛生推進員によるフォローアップ巡回活動 
「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」導入研修会を受講してＨＡＣＣＰを導入した事業

所を(一社)鳥取県食品衛生協会の食品衛生指導員が巡回しＨＡＣＣＰ運用をフォローアップします。 
 
（４）衛生管理計画作成システムの活用 
   「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」に取り組む飲食店等が簡易に衛生管理計画書を作成

できるツールを用いて導入研修会等を通じて衛生管理計画書の作成を支援します。 
 
（５）ＨＡＣＣＰ義務化の周知広報 
   ＨＡＣＣＰ義務化について経過措置期間終了まで間、適宜広報してＨＡＣＣＰ導入の気運醸成を

図ります。 
 
（６）鳥取県ＨＡＣＣＰ適合施設認定制度の活用 

県独自のＨＡＣＣＰ認定制度である「鳥取県ＨＡＣＣＰ適合施設認定制度」も活用して、「ＨＡＣ
ＣＰに基づく衛生管理」の自主導入に取り組む事業者の拡大を図ります。 

 
（７）ＨＡＣＣＰ推進専門員による周知巡回活動 

ＨＡＣＣＰの知識を持つ４人の専門家が食品取扱施設を巡回訪問し、食品衛生法の改正について
広報するとともに、適切な助言で県内事業者のＨＡＣＣＰ導入を支援します。 

 
（８）鳥取県食の安全・安心ＨＡＣＣＰ推進事業補助金の活用 
   鳥取県ＨＡＣＣＰ適合施設認定制度の認定取得やＨＡＣＣＰに基づく衛生管理の導入を目指す県

内の事業者を支援するため、ＨＡＣＣＰ導入に必要となる施設改修、検査機器の購入等に要する経費
に対して補助金を交付します。 

 内容 
補 助 率 １/２ 
限 度 額 １５０万円 

対象経費 

① 構造物の建造、改良、据付に要する経費 
② 機会及び装置の購入に要する経費 
③ 器具及び備品の購入に要する経費 
④ ＨＡＣＣＰ導入に係る助言等を外部専門家に委託するために要する経費 

 

● ＨＡＣＣＰとは  

 原料から最終製品までの製造工程を調べて、その中で特に重要な工程を連続的に管理して製品の安全を確保する衛生管

理手法。ＨＡＣＣＰによる工程管理を行うことで、作業効率が上がることに加え、食中毒や品質不良を未然に防ぐことが

可能となる。 

資料４ 



コロナ渦における食品衛生行政の対応状況（４/１～） 

 

１ 対応状況 

（１）【４月６日】食品衛生責任者講習会の中止 

   全国的に感染が拡大していたこと、講習会は３密（密閉・密集・密接）が重なり感染拡大が懸

念されたことから、（一社）鳥取県食品衛生協会と協議のうえ当面の間の開催中止を決定しまし

た。 

※ 本県の患者発生状況及び緊急事態宣言の解除を鑑み、感染予防対策の徹底したうえで６月

２５日より再開。 

 

（２）【４月１３日】テイクアウトに関する手続きのＨＰ公開 

   ４月１０日に県内１例目の患者が発生したことに伴い、テイクアウトサービスを開始する飲食

店及び保健所への相談の増加が予想されたことから、飲食店営業の許可を取得していればテイク

アウトサービスを実施するにあたって別途許可不要であることをとりネット（県公式ＨＰ）に公

開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テイクアウトに関する手続き公開状況 

 

（３）【４月１３日】食品取扱い関連業界団体への注意喚起 

   県内１例目の患者が発生したことから、食品取扱い関連業界団体に対して感染予防対策の徹底、

感染者が発生した際の対応及び業務継続に関するポイントについて通知しました。 

 

（４）【４月１４日】保健所内における接触感染を避けた対応の開始 

   保健所内での対人業務による接触感染を避けるため、郵送、メール、ファクシミリ、電話等を

活用して可能な限り接触感染のリスクを低減する対応を開始しました。 

 

（５）【４月１５日】飲食店などを営む事業者を対象とした衛生面に関する相談窓口の設置 

   ４月１０日に緊急事態宣言が全国へ適応され、多くの飲食店などを営む事業者が客や従業員が

感染した場合の対処方法に不安を感じていたことから、事業者を対象に衛生面に関する電話相談

窓口を設置し、とりネットに公開しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口の設置公開状況 

 

 

資料５ 



（６）【４月２０日】保健所外における接触感染を避けた対応の開始 

   ４月１７日に県民へ外出自粛を要請し、４月１８日には県内２例目、３例目の患者が発生した

ことから、保健所外での対人業務（ＨＡＣＣＰ専門員事業やＨＡＣＣＰ導入研修会も含む）も食

中毒事件対応などの必要最小限に縮小することを決定しました。 

※ 本県の患者発生状況及び緊急事態宣言の解除を鑑み、感染予防対策の徹底したうえで５月

２５日より再開。 

 

（７）【４月２３日】チラシ「安全にテイクアウト販売を行う３つのポイント」の作成 

   テイクアウトサービスを開始する事業者の増加に伴い、テイクア 

ウトメニューの開発・調理・販売に不慣れな事業者による食中毒の発 

生増加が予想されたことから、テイクアウトを始める際に新たに気を 

付けなければならないポイントをまとめた事業者向けチラシを作成し、 

とりネットに公開しました。 

 

 

 

 

 

 

（８）【５月１日】チラシ「営業を継続していくために押さえておきたい新型コロナウイルス感染予

防対策」の作成 

   外出自粛要請や社会情勢により自主的に営業自粛する飲食店等が増加 

してきたことから、本県の患者発生状況を鑑み、感染予防を行いながら 

営業を継続していただけるように感染予防の基本・日常対策・有事対応 

のポイントをまとめたチラシを作成し、とりネットに公開しました。 

 

 

 

 

 

 

（９）【５月９日】チラシ「テイクアウトしたメニューは早めに食べ切りましょう！」の作成 

   テイクアウトサービスの社会浸透及び気温の上昇により、テイ 

クアウトを初めて利用した消費者による食品の不適切な取扱いに 

よる食中毒の発生増加が予想されたことから、テイクアウトメニ 

ューを購入した際に気を付けなければならないポイントをまとめ 

た消費者向けチラシを作成し、とりネットに公開しました。 

 

 

 

 

（10）【５月２１日】飲食店向け県版ガイドラインの策定 

   感染予防を行いながら営業を継続していただけるように、本県の患者発生状況及び鳥取型「新

しい生活様式」を鑑み、業界が示した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを参考に鳥

取県独自の「飲食店向けの事業継続に係る新型コロナウイルス感染症拡大予防対策例（飲食店向

け県版ガイドライン）」を策定し、県内全飲食店事業者及び関係業界団体へ通知しました。 

 

 

 

 

 



（11）【５月２７日】新型コロナウイルス感染予防対策協賛店事業の開始 

   感染予防を行いながら営業を継続していただけるように、県版ガイド 

ラインや業界ガイドラインによる感染予防対策に自主的に取り組む飲食 

店等を募集し、対策に取り組む飲食店等を「新型コロナウイルス感染予 

防対策協賛店」としてとりネットに公開するとともに、協賛店ステッカ 

ーを送付して利用者へ周知する事業を開始しました。 

 

 

 

 

 

 

（12）【５月２８日】接待を伴う飲食店向け県版ガイドラインの策定 

   感染予防を行いながら営業を継続していただけるように、本県の患者発生状況及び鳥取型「新

しい生活様式」を鑑み、鳥取県独自の接待を伴う飲食店向けの事業継続に係る新型コロナウイル

ス感染症拡大予防対策例（接待を伴う飲食店向け県版ガイドライン）を業界ガイドラインに先駆

けて策定し、県内全飲食店事業者及び関係業界団体へ通知しました。 

※ 業界ガイドラインの公表に伴い６月１６日に更新。 

 

（13）【６月１日】新型コロナウイルス感染拡大予防対策推進事業補助金制度の創設 

   感染予防を行いながら営業を継続していただけるように、県版ガイド 

ラインや業界ガイドラインを参考に感染予防対策に取り組む経費を助成 

する補助金制度を創設しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（14）【６月１９日】鳥取県新型コロナ対策認証制度の創設 

   感染予防対策を講じている施設の利用促進を図るとともに、感染に対する県民の不安を解消す

るため、県版ガイドラインまたは業界ガイドラインによる感染予防対策を徹底しているモデル的

な事業所（食品取扱い施設を含む）を対象とした認証制度を創設しました。 

    

認証１号店 ライブパブ＆レストラン アフター・アワーズ 

    認証２号店 理容所 ケイズカット・ワン 


